
平成 25年度税制改正大綱（抄） 

 

第三 検討事項 

13 税理士制度については、税理士の業務や資格取得のあり方などに関し、税理士を取り巻

く状況の変化に的確に対応するとともに、税理士の資質の一層の向上など国民・納税者の

税理士に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、関係者等の意見も考慮しながら、

税理士法の改正を視野に入れて、その見直しに向けて引き続き検討を進める。 
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＜参考＞ 

平成 24年度大綱 

第２章 平成２４年度における主な取組み 

７．納税環境整備 

税理士制度については、税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、国民・納税者の

税理士に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、その見直しに向けた検討を進める必要があ

ります。 

 

第３章 平成２４年度税制改正 

７．検討事項 

〔国税〕 

（９）税制の抜本的な改革を進めるに当たって、今後とも申告納税制度の円滑かつ適正な運営を確保し

ていくためには、納税者と日常的に関わりを持つ税理士の果たすべき役割は非常に重要なものと考

えられます。税理士制度については、税理士の業務や資格取得のあり方などに関し、税理士を取り

巻く状況の変化に的確に対応するとともに、税理士の資質の一層の向上など国民・納税者の税理士

に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、関係者等の意見も考慮しながら、その見直しに

向けて引き続き検討を進めます。 

 

平成 23年度大綱 

９．検討事項 

〔国税〕 

（１）納税者権利憲章の制定や税務調査手続の見直しなど納税環境整備に係る諸課題が進展し、その一

環としての租税教育の重要性も一層高まる中、税理士の果たすべき役割は今後益々重要になってい

くものと考えられます。税理士制度については、平成 23 年度中に見直しの必要性や方向性について

結論を出すこととされていますが、その見直しに当たっては、税理士を取り巻く状況の変化に的確

に対応するとともに、引き続き納税者の利便性の向上を図り、税理士に対する納税者からの信頼を

より一層高めるとの観点をも踏まえつつ、関係者等の意見も考慮しながら、検討を進めます。 


